【参考様式例】

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント
重要事項説明書
（居宅・包括３者用）


【注意】
1. この重要事項説明書はあくまでも参考様式例です。文面内容は法人等の判断により適宜修正してください。
2. この重要事項説明書は居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受け、利用者との直接契約により介護予防支援に関する業務を行うことを想定して作成しています。
3. この重要事項説明書は例示ですので、文面案に沿って改定等をおこなった結果、損害等が生じた場合でも戸田市は当損害等に対する補償や賠償等を致しかねます。


【参考】
· 介護予防支援
介護予防サービスのみ又は介護予防サービスとサービス・活動事業を組み合わせたケアプラン
· 介護予防ケアマネジメント
介護予防サービスを含まず、サービス・活動事業のみのケアプラン



●●居宅介護支援事業所
●●地域包括支援センター


介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書

（　　　　年　　月　　日現在）
1． 概要
（センター）
	事業所名
	〇〇地域包括支援センター

	所在地
	戸田市

	連絡先
	０４８－

	事業所番号
	

	営業日
	●曜日から●曜日
（祝祭日及び１２月２９日から１月３日までを除く）

	営業時間
	午前●時●分～午後●時●分

	担当地区
	



（事業所）
	事業所名
	

	事業所所在地
	

	連絡先
	

	事業所番号
	

	営業日
	●曜日から●曜日
（祝祭日及び１２月２９日から１月３日までを除く）

	営業時間
	午前●時●分～午後●時●分

	通常の実施地域
	



2． 職員の職種、員数及び職務内容
（センター）
	職種
	員数
	職務内容

	管理者
	１人（兼）
	事業所の職員及び業務の管理

	保健師その他これに準ずる者
	１人以上
	介護予防サービス・支援計画書又はケアマネジメントの作成並びにサービスの提供に係る連絡調整

	社会福祉士その他これに準ずる者
	１人以上
	

	主任介護支援専門員
	１人以上
	

	介護支援専門員
	１人以上
	

	事務職
	●人以上
	一般事務


（事業所）
	職種
	員数
	職務内容

	管理者
	１人（兼）
	事業所の職員及び業務の管理
※主任介護支援専門員を兼務

	介護支援専門員
	●人以上
	介護予防サービス・支援計画書又はケアマネジメントの作成並びにサービスの提供に係る連絡調整

	事務職
	●人以上
	事務一般



３．利用料金
（１）　居宅介護支援及び介護予防ケアマネジメントの利用料は「別紙」のとおりです。なお、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについては原則利用者の負担はありません。
（２）　前項の規定にかかわらず、利用者の介護保険料の滞納等により、事業所及びセンターが法定代理受領をできない場合は、介護予防支援に要した費用について、利用者が重要事項説明書に定める額を負担します。
（３）　前項の場合において、事業所及びセンターは介護予防支援に要した費用等を記載した介護予防支援提供証明書を利用者に交付します。
（４）　事業所の通常の実施地域を超えて行う介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに要した交通費は、その実費を徴収します。また、支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で支払いに同意する旨の文書に署名（記名捺印）を受けることとします。

４．運営方針
（１）　利用者の介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう、必要な援助を行います。
（２）　介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントにあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類または特定の事業所に不当に偏ることのないよう、公正かつ中立に行います。
（３）　事業の運営にあたっては、戸田市、他の居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所等との連携に努めます。

５　緊急時の対応
サービスの提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき家族、主治医、救急機関等に連絡します。
	医療機関等
	主治医等の氏名
連絡先

	緊急連絡先
	氏名（続柄）
連絡先



６．相談窓口・苦情対応
サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡ください。速やかに対応いたします。

（センター）
	●●地域包括支援センター
管理者　
	電話番号
０４８－
受付時間
（平日）午前８時３０分～午後５時１５分
（祝祭日および１２月２９日～１月３日までを除く）


（事業所）
	●●居宅介護支援事業所
管理者　
	電話番号： 
受付時間：（平日）午前８時３０分～午後５時１５分
（祝祭日および１２月２９日～１月３日までを除く）



公的機関においても、苦情申出等ができます。
	戸田市役所
健康福祉部　健康長寿課
	電話番号
０４８－４４１－１８００（代）
受付時間
（平日）午前８時３０分～午後５時１５分
（祝祭日および１２月２９日～１月３日までを除く）

	埼玉県国民健康保険団体連合会　苦情対応係
	電話番号
０４８－８２４－２５６８
受付時間
（平日）午前８時３０分～正午、午後１時～午後５時（祝祭日および１２月２９日～１月３日までを除く）








　（センター）
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する契約の締結にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。

年　　月　　日
　　　　　　 事業所名　　戸田市●●地域包括支援センター　 
　　　　　　　　　　　　　　 説明者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　  
　
　（事業所）
介護予防支援に関する契約の締結にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。

年　　月　　日
　　　 　　　事業所名　　●●居宅介護支援事業所
　　　　　　　　　　　　 　　説明者　　氏　名

　（利用者）
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する契約の締結にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました

年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　 　　利用者　　住   所
 　　氏　 名
　　　　　　　　　　　　　　（代理人） 　住   所
氏　 名
　　　　　　　　　　　　　　（立会人）　 住　 所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　 名

※「立会人」欄には、本人とともに契約内容を確認し、緊急時などに利用者の立場に立って、事業者との連絡調整等を行える方がいる場合に記載してください。なお、立会人は、契約上の法的義務等を負う者ではありません。


個人情報使用同意書
（介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約）

　私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。

記
１　使用する目的
　　利用者のための介護予防サービス・支援計画書の作成（変更）及びこれに沿った円滑なサービス提供のために実施されるサービス担当者会議、関係機関との調整等において必要な場合に使用するものとする。

２　使用にあたっての条件
（１）　個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には、関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
（２）　個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。

３　個人情報の内容
　　個人情報とは、介護保険法に基づく介護予防サービス等を提供する上で必要な次に掲げるものとする。
（１）　氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業所及びセンターが介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを行うために最低限必要な利用者や家族個人に関する情報等
（２）　基本チェックリスト記入内容、要介護（要支援）認定に係る調査内容、主治医意見書、介護認定審査会による判定結果・意見

４　使用する期間
　　介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約書に定める期間と同様とする。
年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　 センター名　　 戸田市●●地域包括支援センター　
事業所名　　   ○○居宅介護支援事業所
　　　　　　　　　　　　　 利用者　　　　 住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　（代理人）　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
（立会人）　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
